
－１－ 

令和３年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の算定方法等について 

 

１ 実質赤字比率 

 (1) 算定式の概要 

実質赤字比率＝ 
一般会計の実質赤字額 

標準財政規模 

○ 一般会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率  

・ 実質赤字額＝歳入不足のため、翌年度歳入を繰り上げて充用した額など  

・ 標準財政規模＝町税などの通常収入されるであろう経常的一般財源の規模に臨時財政対策債

発行可能額を加えた額 

 (2) 湯河原町の算定値 

   －   ＝ 

（10.28％） 

実質赤字額なし（635,990千円） 

6,181,417千円 

※ 実質赤字額がない場合は「なし」と表記し、（ ）内は実質黒字の比率と金額 
  実質黒字額：635,990千円（一般会計） 

 

 

 

２ 連結実質赤字比率 

 (1) 算定式の概要 

連結実質赤字比率＝ 
連結実質赤字額 

標準財政規模 

○ 全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率  

・ 連結実質赤字額＝一般会計ほか特別会計の実質赤字額と公営企業会計の資金不足額の合計額 

 

  (2) 湯河原町の算定値 

   －   ＝ 

（28.87％） 

連結実質赤字額なし（1,784,781千円） 

6,181,417千円 

※ 連結実質赤字額がない場合は「なし」と表記し、（ ）内は連結実質黒字の比率と金額 
実質収支額及び資金不足額                     （単位 千円） 
一般会計等 635,990 水道事業会計 422,790 
国民健康保険事業特別会計 138,912 温泉事業会計 159,310 
介護保険事業特別会計 128,259 下水道事業会計 293,078 
後期高齢者医療特別会計 6,442  

 



－２－ 

３ 実質公債費比率 

 (1) 算定式の概要 

実質公債費比率＝ 

（３カ年平均） 

（①元利償還金＋②準元利償還金）－ 

（③特定財源＋④元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

⑤標準財政規模－④元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

○ 一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率  

① 元利償還金＝一般会計で借り入れた地方債の元利償還金 

② 準元利償還金＝ア～エの合計 

ア 一般会計から下水道事業会計への繰出金のうち、下水道事業債等の償還に充てたと認めら

れるもの  

イ 一般会計から湯河原町真鶴町衛生組合への負担金のうち、衛生組合が借り入れた地方債の

償還に充てたと認められるもの 

ウ 債務負担行為のうち公債費に準ずるもの 

エ 一時借入金の利子 

③ 特定財源＝元利償還金及び準元利償還金に充てた都市計画税等 

④ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額＝普通交付税の算定上、基準財政需

要額に算入される元利償還金及び準元利償還金 

 (2) 湯河原町の算定値 

【R01】 

3.50550＝ 

①654,570千円＋②461,741千円－③270,779千円－④676,216千円 

⑤5,506,229千円－④676,216千円 

【R02】 

4.86058＝ 

①688,272千円＋②525,189千円－③273,997千円－④692,526千円 

⑤5,772,952千円－④692,526千円 

【R03】 

5.74891＝ 

①739,461千円＋②590,375千円－③276,191千円－④740,873千円 

⑤6,181,417千円－④740,873千円 

【３カ年平均】 

 4.7 ＝ 

3.50550 ＋ 4.86058 ＋5.74891 

３ 

  



－３－ 

４ 将来負担比率 

 (1) 算定式の概要 

将来負担比率＝ 

①将来負担額 － 

（②充当可能基金額＋③特定財源見込額＋④地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額） 

⑤標準財政規模－⑥元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

○ 一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率  

① 将来負担額の内容＝ア～クの合計 

ア 一般会計の地方債現在高  

イ 債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費等に係るもの）  

ウ 一般会計以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計からの繰入見込額  

エ 当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額  

オ 退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計の負担見込額  

カ 設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の

額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計の負担見込額  

キ 連結実質赤字額  

ク 組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計の負担見込額  

 (2) 湯河原町の算定値 

70.5％ ＝ 

①18,915,777千円 － 

（②3,055,240千円＋③3,184,270千円＋④8,839,379千円） 

⑤6,181,417千円 － ⑥740,873千円 

 



－４－ 

５ 資金不足比率 

 (1) 算定式の概要 

資金不足比率＝ 

資金の不足額 

事業の規模 

○ 公営企業の資金不足額の、事業の規模に対する比率  

・ 資金の不足額＝アまたイ 

ア 資金の不足額（法適用企業）＝（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるた

めに起こした地方債の現在高－流動資産）－解消可能資

金不足額 

イ 資金の不足額（法非適用企業）＝（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費

等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債現

在高）－解消可能資金不足額 

・ 事業の規模＝ウまたエ 

ウ 事業の規模：事業の規模（法適用企業）＝営業収益の額－受託工事収益の額 

エ 事業の規模（法非適用企業）＝営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する

収入の額 

 (2) 湯河原町の算定値 

  ① 水道事業会計（法適用企業） 

－  ＝  

（109.4％）  

資金不足額なし（422,790千円） 

386,549千円 

  ② 温泉事業会計（法適用企業） 

－  ＝  

（97.6％）  

資金不足額なし（159,310千円） 

163,263千円 

  ③ 下水道事業会計（法適用企業） 

－  ＝  

（67.2％）  

資金不足額なし（293,078千円） 

435,942千円 

※ 資金不足額がない場合は「なし」と表記し、（ ）内は資金剰余の比率と金額 

 


